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元
内
閣
官
房
長
官
が
内
閣
官
房
機
密
費
の
具
体
的
使
途
に
言
及
し
た
件
に
係
る
平
野
博
文
内
閣
官
房
長
官
の
見

解
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

野
中
広
務
元
衆
議
院
議
員
が
、
内
閣
官
房
長
官
を
務
め
て
い
た
時
期
、
内
閣
官
房
機
密
費
を
多
い
時
で
月
に
七
千
万
円
、
少

な
く
と
も
五
千
万
円
使
い
、
そ
の
内
訳
は
月
々
内
閣
総
理
大
臣
に
一
千
万
円
、
自
民
党
国
対
委
員
長
や
参
議
院
幹
事
長
に
各
五

百
万
円
程
度
を
渡
し
、
更
に
は
政
治
評
論
家
や
野
党
の
国
会
議
員
ら
に
も
配
っ
て
い
た
旨
、
取
材
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
右

と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
四
四
四
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

そ
も
そ
も
、
機
密
費
と
い
う
の
は
、
い
つ
、
何
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
経
緯
に
つ
き
説
明
さ
れ
た

い
。

二

前
回
質
問
主
意
書
で
、
前
文
で
挙
げ
た
野
中
氏
の
証
言
に
対
す
る
平
野
博
文
内
閣
官
房
長
官
の
見
解
を
問
う
た
と
こ
ろ
、

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
報
道
に
あ
る
よ
う
な
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な

さ
れ
て
い
る
。
平
野
長
官
と
し
て
、
前
任
者
の
河
村
建
夫
前
内
閣
官
房
長
官
、
ま
た
は
内
閣
官
房
職
員
、
つ
ま
り
事
務
方
の

職
員
よ
り
、
過
去
に
機
密
費
が
ど
の
様
に
使
わ
れ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
、
一
度
も
説
明
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
の
か
。
確

認
を
求
め
る
。

一



三

平
野
長
官
と
し
て
、
承
知
し
て
い
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
か
つ
て
機
密
費
が
前
文
で
触
れ
た
様
な
使
わ
れ
方
を
さ
れ
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
様
な
見
解
を
有
し
て
い
る
か
。

四

報
道
に
よ
る
と
野
中
氏
は
、
官
房
長
官
就
任
時
、
前
任
の
官
房
長
官
の
秘
書
官
か
ら
機
密
費
に
関
す
る
引
き
継
ぎ
ノ
ー
ト

を
渡
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
機
密
費
を
配
っ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
平
野
長
官
は
、
機
密
費

の
配
付
先
を
記
し
た
帳
簿
等
を
前
任
者
か
ら
引
き
継
い
で
い
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
本
人
に
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
事
実
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
で
は
平
野
長
官

は
、
前
任
の
河
村
前
長
官
か
ら
直
接
引
き
継
ぎ
を
受
け
て
お
ら
ず
と
も
、
内
閣
官
房
職
員
、
つ
ま
り
事
務
方
の
職
員
か
ら
、

機
密
費
の
配
付
先
を
記
し
た
帳
簿
等
を
引
き
継
い
で
い
る
か
。

五

報
道
に
よ
る
と
、
平
野
長
官
は
本
年
四
月
二
十
六
日
に
、
約
千
六
百
二
十
万
円
の
機
密
費
を
国
庫
に
返
納
し
て
い
た
と
の

こ
と
で
あ
る
が
、
平
野
長
官
が
官
房
長
官
に
就
任
し
て
以
来
、
二
〇
〇
九
年
度
に
使
用
し
た
機
密
費
は
、
毎
月
い
く
ら
に
な

る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

六

前
回
質
問
主
意
書
で
、
平
野
長
官
は
、
官
房
長
官
に
就
任
し
て
か
ら
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
総
理
大
臣
に
毎
月
機
密
費
を
渡

し
て
い
る
か
、
国
会
対
策
に
毎
月
機
密
費
を
使
っ
て
い
る
か
、
更
に
政
党
・
政
党
関
係
者
に
毎
月
機
密
費
を
配
っ
て
い
る
か

二



と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
内
閣
官
房
報
償
費
の
性
格
上
、
お
答
え
を
差
し
控
え

た
い
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
機
密
費
が
内
閣
総
理
大
臣
や
政
党
・
政
党
関
係
者
に
渡
さ
れ
た
り
、
国
会

対
策
等
に
使
わ
れ
る
と
い
う
慣
行
が
過
去
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
野
中
氏
が
明
か
す
以
前
に
既
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
平
野
長
官
が
右
の
様
に
事
実
関
係
を
隠
す
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。
平
野
長
官
と
し
て
、
官
房
長
官
に
就
任
し
て

か
ら
、
機
密
費
を
右
の
様
に
使
っ
て
い
る
か
否
か
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
再
度
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

三


